
 会     議     録 

１ 会 議 の 名 称 議会運営委員会 

 

２ 日     時 

 平成２８年９月６日（火） 

  午後 ４時００分  開会 

  午後 ４時０９分  閉会 

３ 場     所 第１委員会室 

 

４ 出 席 者 

   （ ８人） 

山田 昌紀  相馬 欣行  宮脇 俊彦 

舘  大樹  萩原 鉄也  橋田 夏枝 

小沼 富夫  越水  清（議長） 

  

５ 欠  席  者 横田 典之 

６ 委 員 外 議 員 土山 由美子 田中志摩子 

 

７ 説  明  員 

総務部長（安藤隆幸） 

総務課長（山室好正） 

総務課文書法制係長（川野忠人） 

 

８ 傍  聴  者 １人 

９ 事  務  局 局長  次長  副主幹 

１０会議のてんまつ 別紙のとおり 
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議  題 １ 追加議案等の提出について 

 

午後４時００分 開会 

 

○委員長【山田昌紀議員】  本会議に引き続き、お疲れさまでございます。た

だいまから議会運営委員会を開会いたします。 

 ここで、議長からご挨拶をお願いいたします。 

○議長【越水清議員】  本定例会は、明日の一般質問、あさって８日の休会を

挟みまして、９日の本会議を残すところとなりました。本日の議会運営委員会の

内容は、追加議案等の提出についてでございます。どうぞ、よろしくお願いしま

す。 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、総務部長から、ご挨拶及び執行者側の説明

をお願いいたします。 

○総務部長【安藤隆幸】   大変お疲れのところ、恐縮でございます。本議会

９月定例会の当初に提出いたしました２議案につきまして、８月２９日の議案審

議で原案どおり可決いただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、９月定例会に追加提出させていただきます報告案件１件につきまし

て、ご説明させていただきます。 

○報告第１７号 平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について 

議案書の１ページをご覧ください。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２７年度決算に基づく健全化

判断比率及び資金不足比率につきまして、監査委員の審査意見を付して報告する

ものでございます。 

 まず、健全化判断比率の４つの比率につきましてご説明いたしますので、２ペ

ージの１、健全化判断比率をご覧ください。 

 表の左から、実質赤字比率は、一般会計等、いわゆる普通会計を対象とした実

質収支における赤字額の標準財政規模に対する比率、連結実質赤字比率は、全会

計を対象とした実質収支における赤字額の標準財政規模に対する比率でございま

して、どちらも赤字は生じておりませんので、横棒で表示してございます。 

 実質公債費比率は、一般会計等が負担する市債の元利償還金及び下水道事業や

一部事務組合等の地方債償還に充てた経費のほか、公社に対する債務返済など債

務負担行為に基づく支出のうち、公債費に準ずるものなどの標準財政規模に対す

る比率で、平成２７年度決算に基づく算定結果は５．５％でございました。 

 将来負担比率は、市債残高や債務負担行為に基づく支出予定額のほか、退職手

当に係る負担など、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債残高等の標準財政

規模に対する比率で、平成２７年度決算に基づく算定結果は、９８．６％でござ

いました。 
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 続きまして、資金不足比率につきましてご説明いたしますので、２、資金不足

比率をご覧ください。 

 資金不足比率は、公営企業における資金不足額、いわゆる赤字額の事業規模に

対する比率で、本市の場合、法に基づき、下水道事業特別会計を算定対象として

おりますが、赤字額は生じておりませんので、横棒で表示してございます。 

 以上で、伊勢原市議会９月定例会に追加提出いたします報告案件についての説

明を終了させていただきます。 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑があればお伺いいたします。 

○副委員長【相馬欣行議員】  １点、確認ですが、通常年度であれば、このタ

イミングで決算が提出されますので、健全化判断比率、それから資金不足比率が

出てきて当たり前かなと思うんですけれども、今年度は、市長選の関係がある、

４年に１回になるんですけれども、決算が後の提出になるという状況の中で、今

回、この報告がなされるということについて、どうなのかというところをご説明

いただければと思うのですが。 

○総務部長【安藤隆幸】   なぜ、９月定例会の最終日に、提出をするかとい

うことでございますけれども、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

きまして、市長は決算の提出を受けた後、速やかに、また、監査委員の審査意見

を付して議会に報告することとされております。そして、国や県においては、こ

の健全化判断比率の速報値が例年９月末に公表を毎年出されているんですけれど

も、その前に議会に報告しなければならないということがございますので、９月

定例会で、毎回、報告をさせていただいているものでございます。今年は市長選

がございまして、９月定例会が前倒しになっておりますが、通常年度ですと、も

う少し遅くなるんですが、例年、９月定例会の初日に決算の認定議案を提出する

とともに、健全化判断比率の報告をしてございます。その後、決算内容について

議会の中でご審議いただいた後、最終日に、決算の認定の採決をいただいている

ものでございます。 

従いまして、今年は９月定例会と、１０月臨時議会に分かれますけれども、

時系列的には例年と同じ流れでございます。今回は、９月定例会初日に提出でき

ませんでしたので、最終日に提出させていただくという流れでございます。

（「わかりました」の声あり） 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに。（「なし」の声あり）以上で、執行者側

の説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項についてを議題とし、事務局から内容を説明します。局

長。 

○議会事務局長【岡留一司】  それでは、お配りしてございます、議会運営委

員会・議会側処理事項（９月６日）をご覧いただきたいと思います。 

１の委員会の審査状況についてでございます。配布いたしました資料のとお
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りでございまして、９日の本会議におきまして、委員長報告の後、質疑、討論、

採決を行うものでございます。 

２の請願・陳情の受理状況についてでございます。新たな請願・陳情の提出

はございません。 

３の議員提出議案の提出についてでございます。議員提出議案第５号・日米

地位協定の改定を求める意見書についてでございます。本件につきましては、陳

情第９号に基づく意見書で、提出者は総務常任委員会副委員長でございます。    

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、防衛

大臣でございます。 

 なお、意見書につきましては、本会議におきまして、陳情が採択された場合に、

追加議案として提出するものでございます。内容は、お配りしてあるとおりでご

ざいます。 

４の議員の派遣でございます。１０月２１日に藤沢市で開催されます、神奈

川県市議会議長会定例会・研修会に副議長を派遣するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  議会側処理事項については、以上であります。な

お、総務常任委員会副委員長から提出された意見書の内容に賛成いただける方は、

委員会終了後に、議案への署名をお願いいたします。 

 次に、議案の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明します。 

局長。 

○議会事務局長【岡留一司】  正副委員長と協議の上、議案の付託表の案を配

付してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 先ほどご説明させていただきました追加議案となる議員提出議案第５号につき

まして、委員会付託を省略するものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長【山田昌紀議員】  それでは、お諮りいたします。議案の委員会付託

については、配付いたしました付託表のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 本日予定した案件は以上ですので、これをもちまして、本日の議会運営員会を

閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後４時９分 閉会 
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 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  平成２８年９月６日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 山 田 昌 紀  


